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第2期中心市街地活性化基本計画の認定取得に向けた取り組みにつぃて

1~10

所管事項調査に関する資料

※第2期中心市街地活性化基本計画の認定取得に向けた取り組みについては

「別冊」あり
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1 中心市街地活性化基本画について

(1)目的

急速な少子高齢化の進展、社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市

機能の増進及ぴ経済活力の向上を総合的かつ一体的に推進するため、現在、中心市街地

活性化基本計画(平成27年4月~令和2年3月の5か年)を策定し取り組んでいる。

しかしながら、現在の計画期間内では、交流拠点施設整備事業など完成しない事業が

あることや、人口の社会減の深刻化など都市の課題がでてきたことから、引き続き令和

2年4月以降の5か年についても、第2期計画を策定することとして取り組みを進めて

いる。

(2)長崎市都心部におけるまちづくりの体系
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(4)重点的な支援

計画の認定を受けることで、関係省庁等から重点支援を受けられる。

(ア)財政支援

支援事業・関係省庁等

暮らし賑わい再生事業

(社会資本整備総合交付金)

(国土交通省)

【主な概要】

地方公共団体等が、まちなかに公共公益施設等の都市

機能の導入を図るために行う事業に対して補助を行う。

【主な支援】

補助対象事業費のV3補助(一定面積以上の公益施設

がある場合等の要件を満たす場合にはν15加算)

【活用予定事業】

交流拠点施設整備事業

中心市街地活性化ソフト

事業

(総務省)

内

【主な概要】

市町村が単独事業として、中心市街地活性化のために

行うソフト事業の経費の一部について、特別交付税によ

る措置を行う。

【主な支援】

経費のV2が特別交付税措置

【活用予定事業】

ランタンフェスティバル、長崎帆船まつりなど

中心市街地再活性化特別

対策事業

(総務省)

【主な概要】

市町村が単独事業として、中心市街地再活性化のため

に行う施設整備等を一般単独事業債の対象とする措置を

【主な支援】

起債充当率75%(元利償還金30%が特別交付税措置)

【活用予定事業】

交流拠点施設整備事業など
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(イ)金融支援

支援制度・関係省庁等

民間中心市街地商業活性化

事業計画の経済産業大臣認

定

(経済産業省)

特定商業施設等整備事業に

係る特定民問中心市街地活

性化事業計画の主務大臣認

定

(経済産業省)

【主な概要】

まちづくり会社等の民間事業者が行うにぎわいを生み

出すイベント開催等の事業に対し、民問中心市街地商業

活性化事業として事業計画の認定を行い支援する。

【主な支援】

繍日本政策金融公庫による低利融資

内

中心市街地における低利融

資(企業活力強化貸付(企業

活力強化資金))

(経済産業省)

【主な概要】

まちづくり会社等の民間事業者が行う商業基盤施設の

整備等に対し、特定民間中心市街地活性化事業計画の認

定を行い支援する。

【主な支援】

都道府県と独立行政法人中小企業基盤整備機構による

無利子貸付

(ウ)法的支援

【主な概要及び支援】

民問事業者等の事業の合理化、共同化等を図る設備投

資及び運転資金を低利で融資する。

支援制度・関係省庁等

大規模小売店舗立地法の特

例

(経済産業省)

【主な概要】

民間事業者等が行う大型小売店舗立地法に基づく、新

設、変更の際の届出等の手続きを緩和する。

【主な支援】

新設または変更の届出、意見手続き等の除外

内

-3-

容

容



2 第1期中心市街地活性化基本計回(現計画)の概要

期間:平成27年4月~令和2年3月(5年間)

第1期計U 区域:長崎駅~新大工~浜町~東山手エリアを含む約262ha(別図参照)

課 題

方向性

中心市街地の活力の低下・賑わいの衰退が深刻化

イメージ

交流人口の拡大による中心市街地活性化

①集客拠点を作り

0

方針①.歴史と文化による個性あるまちづくりの推進

主要事業目標

出島和蘭商館跡元事業交流人口の拡大

出表門橋架橋整備事業目標指標

誘導サイン整備事業主要観光施設入場者数
(出島、長崎歴史文化博物館)

0

②人を回遊させ ③1 費に繋げる

/

^

;.>。
0 ¥."

1,200,000

1,000,000

800,000
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0

主要観光施設入場者数 )内の数値は目標値

評価:目標達成見込み

指標.主要光施設

入場者数

基値念57,898 人(H25)

目標:931,400 人(RI)

923,980 人("3の
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方針②.集客拠点間の回遊によるわいの創出

主要事業目標

まちなかの賑わいの創出新大工町地区市街再開発事業

目_標指標 浜町地区市街地再開発事業

歩行者通行(16地点)新市立病院建設事業

ノ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

中心市街地における歩行者行量(人)

160ρ00

()内の数値は目値

平白休臼

140,294 140,964 141,528
基準値 133,67フ(136,000×137300)(1訟,70のBI,565
133,211{234,60の" 1L40,10の
(133,211)ーーー

^^^^

97

{ 0の

140,000

120,000

100,000

評価:平日:朱達成休日:達成

指標:歩行者通行(人)

基準値.平 133,211・休 125,438 (H26)

目標値:平 140,100 ・休 131,700 (RI)

実績:平 131,565 ・休 134,373(RI)

80,000

値
438

A38}

60,000

(人)

09
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方針③.魅力と活力のある

目標

商業の活性化

目指

小売業年間商品販売額

02

200)

H27

,119

,400

H28

^^^^^^^^^^
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70の長崎欝
ターミナル
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H29
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1β00
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業環境の形成

主要事業

新大工町地区市街地再開発事業

浜町地区市街地再開発事業

まちなか商店街誘客事業

H30
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1,38

37959

. (センサス)

H26

※基準値は推計値

'}

11,57 )

評価

指標

基準値

目標値

最新値

H26経済センサス.

目標連成見込み

商業の活性化

1,537円(H26)

1,570円(RI)

1,380円(H28)

H28

^^

内●
内●

内●

RI

中活区域内で計上

H26値
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、
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3 中心市街地の現況と課短

第1期計画期間を経て、主要観光施設の入場者数、観光客数の増加など交流人口の拡

大が図られ、中心市街地の人口や賑わいは一定維持されているが、長崎市全体としては

依然として、社会減が深刻化している。

これを抑制するため、さらなる中心市街地の活性化を図る必要がある。

4 市民アンケートの結果

長崎市に戻ってきたいと思わない理由

子てや教環境が整って い物が不便だから(物が高い、洋
いないと感じるから2.1% 服などの好きな店がないなど)18%

娯楽施設や遊ぷところ
力t少ないから 55%

暮ら t

車やバスなどの交 がなしと思うから整通が不便だから6.1%

住宅などの境が不便だか
ら(家が高い、貸物件

が少ないなど) 82%

10,6%^

17.1%

500万人

450万人

その他
86%

市民を対象とした意

識調査において、ら

しにくい理由として、

働きやすい環境が整っ

ていないことや娯楽施

設が少ないこと等が多

くあがっている。

宿泊客と日帰り客の推移(人)

※H30長崎市級光統計より

400万人

350万人

部

※H30市政に関す
識調査より

300万人

族や家などの
28.4%

250万人

200万人

263

308

24

転出超過が著しい若

い世代、働く世代の転

出者を対隷としたアン

ケート調査によると、

長崎市に戻ってきたい

と思わない理由として

は仕事がないと思うか

らが最も多い。

317

日帰り客2

H15 H16 H17 H18 H19 H20 Hれ H22 H23 H24

※H30長崎市人口減少対策
意識調より

暮らしにくい理由

68

312 42 3 7

253252

交通の便が悪い

働きゃすい環境が整っていない

普段のい物がしにくい

アミューズメント・娯楽施設が少ない

碁らしに関する柚設が整っていない

教育境が整っていない

医療が充実Lていない

地域のコミュニティが活発でない

自然環境が悪い

人が薄い

治安が惡い

郷土・ふるさとでないから

その他

無回答

231

355

318

2

357

421

452
439

38

288

25
256

^宿泊客

H25 H26 H27 H28 H29 H30

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 500% 60.0%

観光客数全体はおお

むね増加傾向にある

が、日帰り客数に比

べ、宿泊客数は伸び悩

んでいる。
267

^

^フ.4%

^ 5.6%

^ 5.1%

^ 4.6%

^ 37%

■ 28%

17.1%

153%

25,0%

33,8%

38.9%

54.6%

合

2

962

652

2

01
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5

(1

2期中心市街地活性化基本計回の概要

)方向性

第2期計画
期間

区域

方向性

令和2年4月~令和7年3月(5年間)

第1期の区域に幸町エリアと山手エリアを加えた約316ha (別図参照)

「人口の社会減が深刻化るまち」から「選ぱれるまち」ヘ

長崎市をけん引する中心市街地において、交流人口の拡大に加え、転出超過の抑

制への取り組みを進め、「選ぱれるまち」を目指す。

左針①

雇用環境の充実

旦擾

雇用の場の 1出

目標指標

新規雇用者数

主

方針②

交流の産業化の推進

新大工町地区市街地再開発事業

企業立地推進事業

若年者雇用促進事業

長崎スタジアムシティ整備事業

メージ

旦擾

交流の産業化による消の拡大

目標指標

中心市街地の年間延べ宿泊客数

主要事業

交流拠点施設整備事業

文化財保存整備事業

環長崎港夜間景整備事業

長崎スタジアムシティ整備事業

メージ

回回回
介

方針③

らしやすさを実感で

きるまちづくりの推進

旦極

市民生活の利便性向上

目標指標

歩行者通行(8地点)

主要事集

新市庁舎建設事業

新文化施設整備事業

皈称)こどもセンター整備事業

新大工町地区市街地再開発事案

メージ

定住

【参考】次期計画の目標

目標

雇用の場の創出

交流の産業化

による消の拡大

市民生活の

利便性向上

定住

目指標

中心市街地の新規雇用者数(人)

中心市街地の年間延べ宿泊客数

(人/年)

中心市街地の歩行者通行

(人/日)

文イt冨゛

涓費

行政サーヒス

基準値

0 (R2.4.1)

平日:60,258 (H30)

休日:59,399 (RI)

※現在、内閣府と調整中につき、

突査

＼、亀

足住

1,699,434 (H30)

イ代ン

子官て亥擾

ーフー

目標値

1,300 (R6)

1,997,000 (R6)

平日:64,400 (R6)

休日:62,300 (R6)

内容変更の可能性あり



(2)目標指標及び目標値の積算

(ア)中心市街地の新規雇用者数

400(人)

企業立地推進事業1200
新大工跡地区市街地再開発
交流拠点施設整事業

1000

800

600

400

200

0

※現在、内閣府と調整中につき、内容変更の可能性あり

900 人
業 300人

100 人

(イ)中心市街地の年間延ぺ宿泊客数

人

2,000ρ00

1,600,000

累計値

0

【設定理由】

転出超過の要因として希望する仕事がない

というアンケート結果が得られたため、今後

の5年間で生み出される新規雇用者数を目標

値として設定するもの。

【算方法】

企業立地推進事業による新規雇用者数の見

込み値に、新大工町地区市街地再開発事業等

により想定される増加分を加える。

1,200,000

1,760,451

1,638,214

1.489,422

800ρ00

400,000

1,699,434

1,622,934

0

交流拠点施設整備事業
文化財保存整備業

(ウ)中心市街地の歩行者'行

H26 H27 H28 H29 H30 RI

1 舶 000

+12 000

1,868,000

80,000

70,000

【設定理由】

経済の活性化を図るための、市の重点的取

組は交流の産業化の推進であることから、よ

り消単価の高い宿泊客数を目標値として設

定するもの。

【算方法】

近年の宿泊客数の実績から推計したトレン

ド値に、交流拠点施設整備事業や文化財保存

整備事業により想定される増加分を加える。

60,000

99,000 人
30,000 人

50,000

55,63タフ,60

R2 R3

40,000

64,567

60,588

R4

30.000

(休日)※平日も同様に

R5

20,000

R6

59,399
5292

10,000

新大工町地区市街地再開発整
新市庁舎建設業
長崎駅周辺土地区画整理事等

H26 H27 H28 H29 H30

算

【設定理由】

生活利便施設や余暇施設の充実により、

それらの施設を周遊する市民が増加すると

考えられるため、歩行者通行を目標値と

して設定するもの。

【方法】

近年の歩行者通行の実から推計した

トレンド{直に、新大工町地区市街地再開発

整備事業、長崎駅周辺土地区画整理事業等

により想定される増加分を加える。

62.300

+ 00

RI

200 人
100 人

1,100 人

R2 R3 R4 R5 R6
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(3)掲載事業(予定)

第2期計画においては、全76事業の掲載を予定している。

市街地整備改善

都市福利施設整備

区分

居住環境向上

経済活力向上

公共交通利便性向上

事業数

合計

合計(再掲出除く)

39

6

(4)スケジュール(予定)

10月9月

長崎駅周辺土地区画整理事業、長崎スタジアムシティ整備事業

2

交流拠点施設整備事業、新市庁舎建設事業

26

新大工町地区市街地再開発事業、浜町地区市街地再開発事業

9

環長崎港夜間景観整備事業、商店街賑わい整備事業

82

運行情報サイ軒ジシス私導入事業、低床路面電車の導入事業

76

事業例

11月

'

12~1月

1

2月 3月

-10-

認
定
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得

ト認
定
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請

ト関
係
省
庁
確
認

計
画
案
作
成

※
U
月
議
会
に
て
計
画
案
の
説
明

ト
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
実
施

※
9
月
議
会
に
て
原
案
の
説
明

原
案
作
成


